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１．はじめに
越境性動物疾病の代表例であるアフリカ豚熱

（ASF）は、治療法や予防法がなく、また、その病原
性の高さからひとたびまん延すれば、畜産業の生産性、
畜産物の安定供給等に深刻な影響を与えうる疾病であ
り、我が国では家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律

第百六十六号）上の家畜伝染病に指定されている 1)。
ASFは、元来アフリカのサハラ以南の地域に存在し、
イボイノシシ等の野生動物を自然宿主としている 12)。
欧州では２００７年４月のジョージアへの侵入に始まり、
以降２８の国と地域に、また、アジアでは２０１８年８月の
中国への侵入に始まり、以降１９の国と地域に拡大して
いる（２０２４年５月現在）（図１）。我が国はASF未発
生国であるが、２０２３年１２月には韓国釜山にある日本へ
の渡航便のあるフェリーふ頭の近隣において、野生イ
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ノシシでの発生が確認されているなど、我が国への侵
入リスクはこれまでになく高まっている状況にある。
このような状況を踏まえ、我が国においては、各媒体
を利用した旅行者への周知の徹底、空海港における検
疫措置といった水際対策を一層強化するとともに、国
内に侵入したときに備えた各種の野生イノシシ対策や
飼養衛生管理の徹底等に関する関係者への指導を行っ
ているところである。
一方、近年、国際的には家畜衛生の分野において地

域主義の適用について盛んに議論されている。地域主
義とは、動物の病気等の伝播・分布、地理的状況、実
施されている撲滅プログラム等の違いによって、発生
国の中であっても、病気等が発生している地域と発生
していない地域を区別して取り扱う概念であり、衛生
植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定） 15)や国際
獣疫事務局（WOAH）の定める陸生動物衛生基準 14)に
も規定されている（図２）。地域主義の適用は、疾病発
生時における畜産物の貿易継続性の観点から極めて重

要であるが、輸入畜産物を介した疾病の侵入リスクを
適切に制御しつつ、同時に貿易を継続するためには、
綿密なリスク評価、適切な家畜衛生条件の締結及びそ
の条件に基づく貿易がその前提となる。
我が国がASFの発生に対して地域主義を適用して
いる事例は、２０２１年１月に適用したハンガリーのみで
あるが、現在、複数の国と協議を実施している。本稿
では、農林水産省がこれまでリスク評価を通じて得た
EU及びEU加盟国におけるASF対策に係るリスク管
理に係る知見を紹介する。

２．EU
EUでは、動物衛生法と呼ばれる法令（以下、「EU

動物衛生法」と呼ぶ。）によって、動物衛生に関する規
則の枠組みが構築されており、各加盟国はこの法令の
下リスク管理を実施している 13)。日本の家畜伝染病予
防法が定める監視伝染病と同様に、EU動物衛生法は
リスト疾病と呼ばれる動物疾病を指定している。リス
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ト疾病は、表１に示す分類に基づいてカテゴリー分け
されており、ASFは、カテゴリーA（検出されたら直
ちに撲滅措置を実施しなくてはならない疾病）、D（移
動による拡大を阻止するための措置が必要な疾病）及
びE（サーベイランスが必要な疾病）に指定されてい
る 3)。EU動物衛生法が定める種々の措置について以
下に概略を示す。

１　発生時の防疫措置
カテゴリーA疾病には、ASFのほかに豚熱、口蹄

疫、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）などが指定
されている。カテゴリーＡ疾病の発生時に講じられる
防疫措置については、EU動物衛生法の委任規則であ
る、委員会委任規則２０２０/６８７によって定められてい
る 4)。さらに、ASFについてはこれに加え、ASF特異
的なリスク管理について委員会実施規則２０２３/５９４でも
定められている 6)。なお、EU動物衛生法のもとで、特
定の疾病に対して特異的な措置が定められているのは
ASFのみであり、この点でASFに対するリスク管理

はその他の疾病と一線を画している。これら規則に基
づき、飼養豚でASFが発生した際には、発生農場に
おける殺処分、死体・汚染物品の処理、清掃・消毒と
いった防疫措置が講じられる。また、疫学調査も実施
され、関連農場が特定されれば、同様の防疫措置が講
じられる。
さらに、発生農場から半径３ km以内の地域をプロ
テクション・ゾーン（PZ）、半径３－１０km以内の地域
をサーベイランス・ゾーン（SZ）に設定する。また、
野生イノシシで発生した際には、飼養豚のような発生
地を中心とした円ではなく、イノシシの生息状況や山
や河川、幹線道路といった地理的条件等を考慮してイ
ンフェクテッド・ゾーン（IZ）が設定される。これら
のPZ、SZ及びIZは各加盟国の権限によって緊急的に
設定されるものである。その後、これらの制限区域内
及びその周辺では、豚農場や野生イノシシに対する強
化サーベイランスが講じられる。この強化サーベイラ
ンスによって、疾病が存在している範囲や既存の発生
地域との地理的な連続性（人や畜産物等の移動を介し
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て疾病が新たな地域に跳んだと考えられるのか否か）
等が特定されることになる。これらの情報が収集され
れば、当該加盟国はこれらの情報を欧州委員会や他の
加盟国に共有し承認を得る。承認が得られると、強化
サーベイランスで得られた情報も踏まえ、PZ及びSZ
はまとめてZone III、IZはZone IIと呼ばれる制限区域
にそれぞれ置き換えられ、またZone II及びZone III
の周囲にはZone Iと呼ばれるバッファー区域が設定
される（図３）。これらの制限区域内で飼養されている
動物や生産された畜産物等は移動制限の対象となり、
所定の条件を満たしたもののみが当局の許可を受けて
流通可能となる。なお、EU動物衛生法のもとで、上述
のように緊急的に設定された制限区域がEUの承認を
得て最終的に定まるという形をとるのは、ASFのみで
ある。

２　平時における豚の移動管理
EUにおける農場登録制度には、登録（registration）

と承認（approval）という２つの制度がある 5）。豚農
場の登録は義務とされているが、ASFを含むカテゴ
リーD疾病を管理する観点で、平時であっても動物の
識別とその由来となる農場の登録が豚生体の移動に当
たっての要件となる。また、承認農場でなければ、他
のEU加盟国に豚生体を出荷することはできず、他の
加盟国への移動の際には、動物が異状を呈していない
ことなどに関する当局が発行した証明書が必須となる。

３　サーベイランス
ASFを疑う場合、農場や獣医師は直ちに加盟国の当

局に通報する義務を負っている 13)。また、ASFを含む
カテゴリーE疾病に対しては、各加盟国はサーベイラ
ンスプログラムを設計し、サーベイランス体制を確保
する必要があるものとされているが、その具体的な内
容についてはEU全体で統一的な基準はない。ただし、
診断手法については、EU全体のリファレンスラボラ
トリー（EURL）として、スペインの動物衛生研究セ
ンター（CISA）が指定されており、サンプリングや検
査手法の手順書を公開するとともに、各加盟国のナ
ショナルリファレンスラボラトリー（NRL）に対する
技術的支援や技能試験による精度管理を担っている 2)。

３．EU加盟国における措置
前述のとおり、EU加盟国におけるASFのリスク管

理は、EU動物衛生法に基づいて行うこととされてい

るが、同法が定める措置は飽くまでリスク管理の枠組
みであり、この枠組みを基本としつつ、実際に各加盟
国は様々な措置をEU共通の措置への上乗せとして講
じている。ASFに限らずHPAI等の他の疾病対策に
おいてもEU共通の措置に上乗せして各国が独自の対
策を講じている例はあるが、ASFについては特に各国
は工夫を凝らした様々な措置を講じており、その幅は
大きい。また、各加盟国における発生状況にも目を向
けると、効果的に疾病が制御できていると考えられる
国もあれば、疾病の拡大が依然続いている国もある。
以下に、事例として農林水産省がこれまで知見を得た
いくつかのEU加盟国が講じている特徴的なASF対
策について紹介する。

１　ハンガリー 8)　
ハンガリーでは、２０１８年４月以降、野生イノシシに

おいてASFの発生が確認されている。疾病は東のウ
クライナ・ルーマニアとの国境側から侵入し、それ以
降、野生イノシシでの発生地域が西に向かって拡大し
た。一方、引き続き野生イノシシでの発生は確認され
ているものの、２０２１年以降発生地域の拡大は止まって
おり、また、飼養豚での発生もこれまで確認されてい
ない。このため、ハンガリーは比較的効果的に疾病管
理できている国の一つと考えられる。
ハンガリーは前述のEU動物衛生法に加えた独自の

措置として、ハンガリー首席獣医官令１/２０１８に基づき、
EU規則の制限区域をさらに細分化している（図４）。
具体的には、野生イノシシでのASF発生地域である
Zone IIのうち特にASF陽性事例が現に確認されてい
る狩猟区及びその隣接狩猟区等を特別管理エリアとし
て指定し、EU規則に上乗せした管理を行っている。
具体的には、当該エリア内の豚は個体識別が義務付け
られるほか、エリア内での飼養豚の移動を認める場合
にあっても、体温測定を伴う臨床検査を必須としてい
る。さらに、野生イノシシの発生がない西側の地域に
ついても、中リスクエリアに指定しており、強化サー
ベイランスの対象としている（※EU動物衛生法上こ
の地域は清浄地域であり、強化サーベイランスの義務
はない）。
このような措置の実効性を踏まえ、我が国は２０２１年

１月にハンガリーにASFの地域主義を適用しており、
２０２４年５月現在、これが唯一の適用事例となっている。
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２　ベルギー 10)　
ベルギーでは、２０１８年９月に野生イノシシにおいて

ASFが確認された。これは、国境を接する近隣諸国か
らの感染イノシシの侵入ではなく、人による持ち込み
と推察された。発生を受け、ベルギーは、制限区域に
図５に示すようなフェンスを設置した。フェンスは、
行政区分や地理的条件を考慮しつつ増築され、最終的
には全長約３００kmに及ぶフェンスのネットワークが
構築された。制限区域では当初、狩猟を含む全ての森
林活動が禁止されたが、その後、発生状況や疫学的状
況を考慮し、ハンターや軍の協力を得て当局による
フェンス内の野生イノシシの減数措置が講じられた。
なお、制限区域内で狩猟を行うハンターは、当局によ
るバイオセキュリティルールに関する訓練（死体の梱
包、現場での消毒、報告書の作成等）を受けることが
義務付けられた。制限区域内の野生イノシシの個体数
は、トラップやカメラ付の餌場を設置することによっ

てモニタリングされた。発生地域全体では６７，４７４頭、
制限区域内においては５，５３４頭の野生イノシシが処分さ
れ、野生イノシシの生息密度は、もともと２．０６頭／ km2

と推定されていたところ、減数措置により、Zone Iに
おいて１頭／ km2以下、Zone IIにおいて０．２頭／ km2

以下まで減少したと推定された。あわせてZone II内
の家畜豚５，２２２頭が予防的に殺処分された。これらの
措置が功を奏し、ベルギーは２０２０年１０月にASFの清浄
化を宣言した。２００７年以降の欧州での発生において
ASF清浄化を達成したのは、ベルギー及びチェコ（後
述）のみである。
このような措置の実効性を踏まえ、我が国は、２０１８
年９月以降停止していたベルギーからの豚肉の輸入を
２０２１年８月に再開した。

３　チェコ 9)　
チェコでは、２０１７年６月に野生イノシシにおいて
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ASFが確認された。この発生に対する侵入原因は特
定されていないものの、近隣国であるポーランド及び
ウクライナのASF発生地域から４００km以上離れた場
所での発生であったこと等を踏まえ、人による持ち込
みによる可能性が高いものと考察された。
チェコでは、Zone II内の地域を、現に陽性例が確認

されている高リスクゾーンとされていない低リスク
ゾーンに独自に分け、高リスクゾーン内の５７km2に及
ぶ地域の周囲にフェンスを設置し、取り囲んだ（図６）。
このフェンスには、忌避剤（３- メチルブタン酸）を設
置したり（臭いフェンス）、電気フェンスにするなどし
て、フェンスそのものに対しても野生イノシシを近づ
かせない措置をとった。発生初期は域内での狩猟活動
等が禁止されたが、その後、バイオセキュリティ規則
に関する訓練を受けたハンターによる野生イノシシの
減数措置が講じられた。その結果、フェンス外の制限
区域を含めて約２８，０００頭の野生イノシシが狩猟され、
フェンス内の地域では全ての野生イノシシが撲滅され
た。これらの措置が功を奏し、チェコは２０１９年４月に
ASFの清浄化を宣言した。しかしながら、２０２２年１２月
にポーランド国境付近（前回の発生地からは離れた地
域）の野生イノシシで新たな発生が確認された。

４　フランス 11)　
フランスはASF未発生国であるが、国境を接するベ
ルギーにおいて前述の野生イノシシによるASF事例
が認められた際に、フランス国内におけるASF清浄
性を保つことを目的として、ベルギー国境付近におい
て独自の国境措置を講じた。国境付近のベルギー側の

制限区域に隣接する形で、フランス側にホワイトゾー
ン及び観察エリアと呼ばれる地域を設定した。フラン
スは、野生イノシシの移動速度を考慮して、ベルギー
国境から６－８km地点に全長１３２kmに及ぶフェンスを
設置した。このフェンスよりベルギー側の地域をホワ
イトゾーンと呼び、このフェンスよりフランス側の近
隣地域を観察エリアと定義した。ホワイトゾーンでは、
野生イノシシの根絶、観察エリアでは個体数の大幅な
減少を目標として野生イノシシの減数措置が実施され
た。また、これらのゾーンでは、積極的な死体捜索等
の活動を通じたサーベイランスも強化された。
さらにフランスは、独自のリスクレベル分類に基づ
くサーベイランスを実施しており、ベルギー国境での
発生のほかにも、ドイツ国境付近やイタリア国境付近
において侵入リスクが高まったと考えられる場合には、
リスクレベルを引き上げることで、発生がない状況に
おいてもリスクに応じてサーベイランスを強化してい
る。

５　デンマーク 7)　
デンマークはASF未発生国であるが、陸路で国境を
接しているドイツは、２０２０年９月以降ASF発生国と
なっている。デンマークでは元来、野生イノシシの生
息数は限られていたが、ASFの侵入リスクの高まりを
踏まえ、デンマークは２０１８年３月に行動計画を策定し、
国土からの野生イノシシの根絶を目指した措置が実施
されてきた。具体的には、野生イノシシの通報システ
ム及びデータベースの構築、捕獲強化、ドイツ国境に
沿ったフェンスの設置等である（図７）。



豚病会報　No.84　2024 25

デンマークでは、Vildsvine Tipと呼ばれるデータ
ベースが構築されており、このデータベースにデン
マーク国内で狩猟者や一般の国民から通報された野生
イノシシの死体、生体、痕跡等の情報が集約されてい
る。通報はスマートフォンアプリを通じて行われ、ま
た、狩猟者への通報のインセンティブを付与するため、
通報した場合には無料で旋毛虫（Trichinella spp.）の
検査を受けられることとされている。捕獲強化のため
には、狩猟協会と連携した餌場及び罠の設置や夜間狩
猟の許可等を行っている。さらに、陸路国境を接する
ドイツとの間には、ドイツからの侵入防止を目的とし
た全長約６７kmのフェンスが設置された。このフェン
スは車両が通行する通路が２０か所存在し、この通路を
通ってドイツ側から入国する家畜運搬車両は国境での
洗浄・消毒が義務付けられている。

４．終わりに
ASFには現時点では有効なワクチンや治療法はな
く、一度その侵入を許せば撲滅は非常に困難である。
欧州においても撲滅を達成した国はベルギー及びチェ
コの２か国のみである（チェコについてはその後再発
生）。これらの２か国は、感染イノシシの分布地域を
フェンスで囲う戦略により効果的に撲滅を達成したが、
これは感染イノシシの分布範囲が比較的小さい段階で
疾病を検出できたことが一つの要因と考えられる。実
際には、他のEU加盟国において、発生時に幹線道路

の高架下を封鎖するなどして野生イノシシの動きを特
定の地域内に制限しようとしたが、有効に機能しな
かった事例もある。このため、ベルギーやチェコで実
施された措置が有効に機能するためには、早期検出が
一つの前提となろう。
また、地域主義の適用などといった輸入畜産物に係
る検疫協議に当たり、農林水産省は、定められた手順
に基づく侵入リスクの評価を行っている。ASFにつ
いても、本稿で事例としてご紹介したように、各国が
それぞれに創意工夫を凝らしつつ講じている措置やそ
の実効性を踏まえた綿密なリスク評価を行っていると
ころである。
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